
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の

確
保
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
立
の
学
校
に
勤
務
す
る
女
子

教
職
員
が
出
産
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
学
校
の
教
職

員
の
職
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
の
教
職
員
の
臨
時
的
任

用
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
も
つ
て
女
子
教
職

員
の
母
体
の
保
護
を
図
り
つ
つ
、
学
校
教
育
の
正
常
な

実
施
を
確
保
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
校
」
と
は
、
幼
稚

園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学

校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
教
職
員
」
と
は
、
校
長
（
園

長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
副
校
長
（
副
園
長
を
含

む
。
）
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

園
の
主
幹
養
護
教
諭
及
び
主
幹
栄
養
教
諭
を
含
む
。
）
、

指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
主
幹
保

育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
教
諭
、
養

護
助
教
諭
、
助
保
育
教
諭
、
講
師
（
常
時
勤
務
の
者
及

び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十

一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間

勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
、
実
習
助
手
、
寄
宿

舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員

の
う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教

諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
事
務
職
員
を
い
う
。

（
公
立
の
学
校
等
に
お
け
る
教
職
員
の
臨
時
的
任
用
）

第
三
条
　
公
立
の
学
校
に
勤
務
す
る
女
子
教
職
員
が
出
産

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
権
者
は
、

出
産
予
定
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
十
四
週
間
と
し
、
条
例
で
こ
れ
ら
の
期
間
よ
り
長

い
産
前
の
休
業
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
期
間

と
す
る
。
）
前
の
日
か
ら
産
後
八
週
間
（
条
例
で
こ
れ

よ
り
長
い
産
後
の
休
業
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
当

該
期
間
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
又
は
当
該
女
子

教
職
員
が
産
前
の
休
業
を
始
め
る
日
か
ら
、
当
該
日
か

ら
起
算
し
て
十
四
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
十
二
週
間
と
し
、
条
例
で
こ
れ
ら
の
期
間
よ
り

長
い
産
前
産
後
の
休
業
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
当

該
期
間
と
す
る
。
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
の
い

ず
れ
か
の
期
間
を
任
用
の
期
間
と
し
て
、
当
該
学
校
の

教
職
員
の
職
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
校
長
以
外
の
教

職
員
を
臨
時
的
に
任
用
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
そ
の
勤
務
す
る
学
校
の

教
職
員
の
職
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

特
別
の
教
職
員
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者

が
、
当
該
教
職
員
に
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
、
同
項

の
学
校
の
教
職
員
の
職
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
と
す
る

と
き
は
、
同
項
の
臨
時
的
任
用
は
、
行
な
う
こ
と
を
要

し
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
公
立
の
学
校
給
食
法
第
六
条
に

規
定
す
る
施
設
に
勤
務
す
る
学
校
栄
養
職
員
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
項
中

「
学
校
」
と
あ
る
の
は
、
「
学
校
給
食
法
第
六
条
に
規
定

す
る
施
設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
適
用
除
外
）

第
四
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
臨
時
的
任
用
に
つ
い
て

は
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
か
ら
第

四
項
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
公
立
学
校
以
外
の
学
校
に
お
い
て
講
ず
べ
き
措
置
）

第
五
条
　
公
立
学
校
以
外
の
学
校
に
勤
務
す
る
女
子
教
職

員
が
出
産
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

学
校
の
設
置
者
は
、
出
産
予
定
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊

娠
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
産

後
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
又
は
当
該
女
子

教
職
員
が
産
前
の
休
業
を
始
め
る
日
か
ら
、
当
該
日
か

ら
起
算
し
て
十
四
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
二
十
二
週
間
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
の
い

ず
れ
か
の
期
間
を
任
用
の
期
間
と
し
て
、
当
該
学
校
の

教
職
員
の
職
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
校
長
以
外
の
教

職
員
を
任
用
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
一
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
一

六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
一
月
九
日
法
律
第
二

〇
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
二
日
法
律
第
一
三

六
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
一
日
法
律
第
七
〇

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
九
日
法
律
第
六
五

号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
日
法
律
第
四
五

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確

保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職

員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
臨
時

的
に
任
用
さ
れ
た
者
が
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に

当
該
臨
時
的
任
用
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
当
該
臨
時
的
任
用
に
係
る
任
用
の
期
間
は
、
同
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保

に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
期
間
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
施
行
前

に
産
後
職
務
に
復
帰
す
る
に
至
つ
た
国
立
又
は
公
立
の

学
校
又
は
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六

十
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
に
勤
務
す
る
女

子
教
職
員
で
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
産
後
六
週
間
（
人

事
院
規
則
又
は
条
例
で
こ
れ
よ
り
長
い
産
後
の
休
業
の

期
間
を
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
間
）

を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
の
出
産
に
際
し
て
の
当
該
学

校
又
は
施
設
の
教
職
員
の
職
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
に

し
た
臨
時
的
任
用
に
係
る
任
用
の
期
間
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
八
日
法
律
第
九
二

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な

機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
女
子
労
働
者
の
福
祉
の
増

進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
前
の
見
出
し
の
改

正
規
定
、
同
条
の
改
正
規
定
（
「
事
業
主
は
」
の
下

に
「
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加

え
る
部
分
及
び
「
で
き
る
よ
う
な
配
慮
を
す
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
で
き
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

、
同
法
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
（
「
講
ず
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
条
に
二
項
を
加

え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
三
十
四
条
の
改
正
規

定
（
「
及
び
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
、
第
十
二
条

第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部

分
、
「
第
十
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
七

条
第
二
項
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
第
十
四
条
及

び
」
を
「
第
十
四
条
、
第
二
十
六
条
及
び
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
三
十
五
条
の
改
正

規
定
、
第
三
条
中
労
働
基
準
法
第
六
十
五
条
第
一
項

の
改
正
規
定
（
「
十
週
間
」
を
「
十
四
週
間
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
七
条
中
労
働
省
設
置
法
第

五
条
第
四
十
一
号
の
改
正
規
定
（
「
が
講
ず
る
よ
う

に
努
め
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
」
を
「
に
対
す

る
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
五

条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則

第
十
四
条
中
運
輸
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
五
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
十
四
号
の
二

の
三
の
改
正
規
定
（
「
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き

措
置
に
つ
い
て
の
指
針
」
を
「
講
ず
べ
き
措
置
に
つ

い
て
の
指
針
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
平
成

十
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
法
律
第
一

〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
七
日
法
律
第
八
三

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
二
二
日
法
律
第
一

〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
一
日
法
律
第
一

〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
五
十
六
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五

十
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
六
十
七
条
に
一
項

1



を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
七
十
三
条
の
三
及
び

第
八
十
二
条
の
十
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附

則
第
五
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
　
平
成
十
四

年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一

一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
八
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
五
月
二
一
日
法
律
第
四

九
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
二
一
日
法
律
第
八

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
二
七
日
法
律
第
九

六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
附
則
第
五
十
条

の
規
定
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
法
律
第
七

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
二
二
日
法
律
第
六

七
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
十
五
条
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
法
律
第
四

六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
五
月
一
七
日
法
律
第
二

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
一

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
一
一
日
法
律
第
六
三

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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